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東区区ビジョンまちづくり計画 概要版

東区の皆さんと、共に区の将来を考え、共に区のまちづくりを進めていきます。東区の皆さんと、共に区の将来を考え、共に区のまちづくりを進めていきます。

そして、区の将来像そして、区の将来像

「豊かな産業とやすらぎの水辺が調和し、「豊かな産業とやすらぎの水辺が調和し、
笑顔と元気があふれる、空港と港があるまち」笑顔と元気があふれる、空港と港があるまち」

の実現を目指します。の実現を目指します。

　東区では、東区内の地域コミュニティ協議会や東区自治協議会をはじめとする区民の皆さんからの
ご意見を踏まえ、平成27年3月に「東区区ビジョンまちづくり計画」を策定しました。
　本紙では、平成27年度から平成34年度までの8年間における、東区のまちづくりの方針を紹介します。

区の概要

区ビジョンまちづくり計画

区のまちづくりの方針

　Ⅰ　心地よく暮らしやすいまち

　Ⅱ　人が育つまち

　Ⅲ　地域の力が活かされるまち

　Ⅳ　魅力あふれるまち

新潟市 東区

人口（人） 811,901 138,096

世帯数（世帯） 312,533 54,447

面積（㎢） 726.10 38.77
【資料】人口・世帯数：国勢調査（H22）
　　　面積：国土交通省国土地理院（H25）

２ 地域産業の支援
　製造業や卸売業・小売業といった多種多様な地
元産業の活性化を図り、企業との連携を深め、地
域産業を支援します。

３ 自然環境を活かした憩いの空間づくり
　通船川や栗ノ木川、じゅんさい池公園など、豊
かな自然環境を活かした憩いの空間づくりに努め
ます。

４ 交流人口の拡大
　豊かな産業と自然環境、空港や港など、観光資
源の魅力を区内外に発信し、交流人口の拡大を図
ります。

　区ビジョンまちづくり計画は、にいがた未来ビジョン（新潟市総合計画）の一部である区ビジョン基本方針
の実現に向けた取組みと、実施計画に相当する具体的な取組みを示した東区のまちづくり計画です。
　計画期間は、平成27年度から平成34年度までの8年間とします。ただし、実施計画は、取組みの実施状
況や社会・経済状況の変化などに対応するため、2年ごとに策定し進捗管理を行います。

【編集・発行】
　　新潟市東区役所地域課
　　〒950-8709　新潟市東区下木戸1丁目4番1号
　　TEL：025-250-2110　FAX：025-271-8131
　　E-mail：chiiki.e@city.niigata.lg.jp

豊かな産業とやすらぎの水辺が調和し
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東区区ビジョンまちづくり計画（概要版）　平成27年3月

にいがた未来ビジョン 東区区ビジョンまちづくり計画

【基本構想】
まちづくりの理念と
目指す都市像

【基本計画】

第１章　区の概要

第２章　区ビジョン基本方針（抜粋）

第３章　区のまちづくりの方針

【実施計画】
上記で示した施策を実現するための

具体的な取組み

【実施計画】
基本計画で示した施策を

実現するための具体的な取組み

8年間

2年間
2年間

8年間

【基本計画】
基本的な政策や施策、

土地利用の基本的な方向性

8年間

区ビジョン基本方針



心地よく暮らしやすいまち 人が育つまち

地域の力が活かされるまち 

魅力あふれるまち

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

　健康で安心安全に暮らせるまちづくりⅠ-１ Ⅱ-１

Ⅲ-１

Ⅳ-１

Ⅰ-２

Ⅰ-３

　進行する少子・超高齢社会のなかで、子どもから高齢者まで誰もが健康で安心安全に暮らせるまちを目指
します。

　地域・学校・家庭・行政が連携して未来の担い手である子どもたちの育ちを支援するとともに、地域の課題解
決や生きがいづくりにつながる生涯学習の機会を充実させることにより、多様な人材が育つまちを目指します。

　地域で活動している各種団体への支援を充実させ連携を図ることにより、地域の力が発揮できるまちを目
指します。

　産業のまち、豊かな水辺に囲まれるまち、空と海の玄関口のまち、という東区の魅力を区内外に発信し、
活力あるまちを目指します。

　交通の利便性の向上を図り、快適な生活環境づくりを推進することにより、暮らしやすいまちを目指します。

　区民との約束である「東区サービス憲章」を遵守し、行政サービスの向上に努め、信頼される区役所を目指
します。

１ 安心安全なまちづくりの推進
　災害や犯罪、交通事故から区民の生命と財産を
守るために、「自助」・「共助」・「公助」の連携によ
る安心安全なまちづくりを推進します。

２ 支え合い助け合うまちづくりの推進
　人口減少、少子・超高齢社会が進行するなか、
子どもを安心して産み育てられる環境の整備に努
め、高齢者や障がいのある人などへの支援を図り、
人権が尊重され、支え合い助け合うまちづくりを
推進します。

１ 学習支援と生涯学習の充実
　地域・学校・家庭・行政の連携による子どもた
ちの育ちの支援と、地域の課題解決や生きがいづ
くりにつながる生涯学習の機会の充実を図ります。

２ 人材育成の充実
　企業や大学などの各種機関・団体と連携して、
地域を支える人材の育成を図ります。

１ 地域力の向上
　自治会・町内会、地域コミュニティ協議会、区自
治協議会、ボランティア・NPOなど、住民自治を
担うあらゆる主体との連携を深め、区民との協働に
よるまちづくりを進め、地域力の向上に努めます。

２ 地域内連携の推進
　大学や市民団体など各種団体と連携したまちづ
くりを進め、文化・スポーツ活動を通じて区の一
体感の醸成を図り、地域内連携を推進します。

１ 交通の利便性が高いまちづくりの推進
　持続可能な公共交通体系の構築を図り、道路の
整備・充実に努め、誰もが移動しやすい、交通の
利便性が高いまちづくりを推進します。

２ 快適な生活環境づくりの推進
　生活環境の保全を図り、景観の向上と公園をは
じめとした憩いの空間づくりに努め、快適な生活
環境づくりを推進します。

１ 行政サービスの向上
　広報・広聴制度の充実を図り、区民の立場に立っ
た親切・丁寧・迅速な対応ができるように窓口業
務の改善に努め、行政サービスを向上させます。

１ 地域の誇りづくり
　地域に伝わる歴史や文化を活用したまちおこし
と、東区プラザを含む区役所庁舎などの既存施設
を活用したにぎわいづくりを進め、地域の誇りづ
くりにつなげます。

　快適な生活環境の整備

　学習機会の充実と人材の育成

　地域力の向上と連携強化

　個性を活かしたまちづくり
　信頼される区役所づくり


